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日本年金機構

日本年金機構からのお知らせ

外国籍の従業員のみなさまへ周知をお願いいたします
外国籍の従業員の
国民年金加入期間に係る手続き
　外国籍の方が日本に入国し社会保険（厚生年金保険等）に加入する場合、「入国から社会保険加入までの期間」や、
「離職により社会保険の資格を喪失した後の期間」は、法律によって国民年金の加入者となり、保険料を納付する義
務があります。
　※社会保障協定等により、日本の年金制度における被保険者とならない方を除きます。
　保険料を未納のままにすると、障害年金の給付や在留資格（特定技能）の変更・更新申請、永住許可申請の審
査に影響が出る場合がありますので、速やかに保険料納付や免除申請等の手続きを行う必要があることをご案内く
ださい。

　

　入国の初年度など、日本国内で前年所得がない場合は、申請を行うことにより全額免除が認められます。
　また、離職して厚生年金保険等の資格を喪失した場合は、失業特例免除制度により、免除が認められる場合があ
ります。失業特例免除制度を申請する際は、失業した事実が確認できる証明書類の写し（雇用保険受給資格者証や
雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等）を添付する必要が
あります。
　なお、国民年金保険料の免除申請は、紙による申請のほか、電子申請も可能です。

　国民年金保険料の納付や免除制度及び電子申請についての詳細は、下記に記載のホームページをご確認ください。

国民年金への加入が
必要な期間 厚生年金保険等の期間

国民年金保険料の納付または免除申請が必要です！

厚生年金保険等の期間

失業特例免除制度を
利用できる場合があります

国民年金への加入が
必要な期間

入国 入社 退社 入社

電子申請に
必要なもの

❶スマートフォン ❷マイナンバーカード ❸数字4桁のパスワード

マイナンバーカード受取時に
設定したパスワード

スマートフォンに
マイナポータルアプリ
をインストールして
ください。

（例）

https://myna.go.jp

（制度に関する詳細）

https://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構 検 索
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

（電子申請の詳細）

日本年金機構　電子申請 検 索
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日本年金機構

算定基礎届

えっ給料の締日、どういうこつね？
よ～と、教えて！

　つまりね、うちの会社は
給料の締日が20日でしょ、
その場合は下の図のように

なっとよね～！

えっ！いつも出しよるたい、
何が分からんとね？

ぎくっ！それもあるばってん、
4月の新入社員の算定基礎届の

書き方ば悩むとたい！

なんば悩みよっとね！
どうせ、オヤツじゃなかと…

う～ん、いつも
悩むとたいな～

「4.途中入社」を◯で囲み、「9.その他」欄に資格取得年月日および給与の締日と支払日を記入します

6月のみの報酬を記入します

　採用初月分の給料が1か月分支給されない月を途中入社月といいます
　給与の締日及び支給日によって書き方がかわります！

4月1日
採用の 要注意新入社員の算定基礎届の書き方は！

あ～それは
「給与の締日」が

関係してくるとたいね～

4月1日に入った社員ば
「途中入社」て言わすとが

分からんとばい！

事業所、厚生年金加入者向け
〈お問い合わせ〉

0570-007-123（ナビダイヤル）（東京）03-6837-2913（一般電話）050で始まる電話でおかけになる場合は

1 2 43

月給制で20日締め、
翌月10日支払の場合

《賃金台帳》

月

4月

5月

6月

令和7年4月10日

令和7年5月  9日

令和7年6月10日

0
148,000
200,000

0
148,000
200,000
348,000

給与支払日 基本給

総計

合計

（単位：円）

《賃金台帳》

月

4月

5月

6月

令和7年4月25日

令和7年5月23日

令和7年6月25日

148,000
200,000
200,000

148,000
200,000
200,000
548,000

給与支払日 基本給

総計

合計

（単位：円）

月給制で20日締め、
当月25日支払の場合

社会保険くまもと　令和 7年 7 - 8 月号 3



全国健康保険協会 熊本支部
協会けんぽ

第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには
速やかに、「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

全国健康保険協会からのお知らせ

第三者による行為（交通事故等）でケガをしたときは…

示談は慎重に

第三者による行為とは

・相手方がいる交通事故
・喧嘩
・飼い犬に噛まれる　など

上記のような第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
ただし、「第三者行為による傷病届」をご提出いただくことで※健康保険を使って治療を受けることができます。
健康保険を使用された場合、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求するために「第三者行為に
よる傷病届」が必要となりますので、ご提出ください。
※業務上・通勤災害（労災保険の対象）によるものであれば、健康保険はご使用できないため、ご注意ください。

なぜ、届出が必要？

健康保険で治療を受けられた場合、協会けんぽが後日、加害者に対して治療費
の請求をすることになりますが、当事者だけで示談をしてしまうと正当な請求が
できなくなることがあります。示談する前に必ず、協会けんぽへご連絡をお願い
いたします。

お問い合わせ先…096-240-1030　音声案内「3番」

⑤医療費の一時立替払い

⑦
医
療
費
の
支
払
い

⑥
立
て
替
え
た

　
医
療
費
の
請
求

②
健
康
保
険
で
受
診

③
一
部
負
担
金
の
請
求

④医療費の請求

④’一部負担金の請求

⑤’一部負担金の支払い

①「第三者行為による傷病届」
等を提出する

（提出できないときは電話連絡等）

事務処理等の流れ

医療機関医療機関 保険者
（協会けんぽ）
保険者

（協会けんぽ）

被害者
（加入者とその家族）
被害者

（加入者とその家族）
加害者

（損害保険会社）
加害者

（損害保険会社）

「第三者行為による
傷病届」について
詳しくはこちらから

社会保険くまもと　令和 7年 7 - 8 月号4



申込締切

参 加 費 会員事業所様は無料 ※ただし、非会員の事業所様は、資料代等として3,000円のご負担をお願いします。

講　　師 社会保険労務士、日本年金機構職員
主　　催 一般財団法人熊本県社会保険協会　TEL:096-383-5600

申し込み先着順とし、各会場の定員になり次第締め切らせていただきます。

受講決定者には申込順に、返信メール又はFAXにて「受付番号」をお送りいたします。

申込方法 熊本県社会保険協会ホームページにある講習会の申込みフォームから行うか
FAXにてお申込みください。
FAX:096-383-5614

令和 　7 　年　　　　月　　　　日（　　）

※不明の場合、記入不要です

※申込書に記載された情報は、この講習会以外の目的には使用いたしません。

フリガナ

参加者名

事業所名

開 催 日

所 在 地

整理記号

会 場 名

電話番号

〒

社会保険事務講習会　参加申込書（FAX用）

ＦＡＸで
お申し込みの方は
ＦＡＸ番号

実施時間　受付13：00～　開始13：30～　終了予定16：30

社会保険事務講習会のご案内

実施日 講話内容

令和7年8月18日（月）

令和7年9月11日（木）

令和7年9月17日（水）

事業名

社会保険事務講習会

社会保険事務講習会

ライフプランセミナー

くまもと県民交流館
パレア9F　会議室1

玉名市民会館
第一会議室

会　場

①療養費、出産育児一時金、埋葬料（費）
②在職者の老齢年金について

くまもと県民交流館
パレア9F　会議室1

①年金設計について（現役世代向け）
②iDeCo等、ライフプランについて

①協会けんぽから受けられる給付全般
②オンラインサービスについて

【共催】社会保険委員会

♦事務講習会にはテキスト令和7年度版「社会保険の事務手続き」をご持参ください♦

社会保険くまもと　令和 7年 7 - 8 月号 5



山頂遊目台

白山山頂・遠望

西岡神社井戸

宇土古城跡旧高月邸船場橋

轟水源

イノシシ注意光園寺

白山山道

三蔵池

AHO～

大太鼓収蔵館

紅
葉
を
映
し
た
水
面
の
眺
め
が
綺
麗
で
、

寄
り
道
男
の
面
目
躍
如
だ
が
、
イ
ソ
イ
ソ
と

引
き
返
し
、
猪
注
意
の
看
板
の
あ
る
山
道
に

踏
み
込
ん
だ
。

用
心
第
一、
鈴
と
笛
を
鳴
ら
し
て
人
間
様

の
お
通
り
だ
い
と
ズ
ン
ズ
ン
進
む
。

す
る
と
、
い
き
な
り
鳴
声
の
様
な
音
が
聞

こ
え
て
ビ
ビ
る
。
猪
も
家
人
も
下
手
に
刺
激

し
て
は
後
が
怖
い
。触
ら
ぬ
神
に
祟
り
な
し
、

君
子
危
う
き
に
近
寄
ら

ず
、
急
に
A
D
A
（
怪
し

い
者
で
は
あ
り
ま
せ
〜
ん
）

と
な
り
、
ソ
ソ
ク
サ
と
通

り
過
ぎ
る
。

自
然
を
観
察
す
る
山
道

か
ら
、
毘
沙
門
天
を
祀

る
「
光
園
寺
」
を
観
て
、
最
後
の
木
道
を
上

る
と
、
山
頂
に
着
い
た
。
宇
土
・
宇
城
の
市

街
地
が
ジ
ャ
ジ
ャ
ー
ン
と
広
が
る
。

余
は
満
足
じ
ゃ
！

山
頂
の
東
屋
に
は
、
岩
に
碁
盤

目
を
刻
ん
だ「
遊
目
台
」が
あ
り
、隠
居
し「
月

翁
」
と
称
し
た
名
君
「
細
川
興
文
」
が
、
パ

チ
リ
パ
チ
リ
と
囲
碁
を
楽
し
ん
だ
様
子
が
浮

か
ん
だ
。

下
り
は
早
い
市
外
展
望
コ
ー
ス
で
、
ホ
イ

ホ
イ
と
ミ
カ
ン
畑
か
ら
轟
水
源
に
着
く
。
現

役
で
日
本
最
古
の「
轟
泉
水
道
」の
水
源
で
、

今
も
利
用
さ
れ
て
い
る
名
水
だ
。
清
水
は
コ

ン
コ
ン
と
湧
き
、
ペッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
が
ナ
ン

ボ
の
も
ん
じ
ゃ
い
だ
！

傍
の
収
蔵
館
に
は
雨
乞
い
太
鼓
が
保
存
さ

れ
て
い
る
。
祭
り
の
日
に
義
父
に
教
え
て
も

ら
い
、
ト
ー
ン
ト
ン
・
ト
ト
ー
ン
と
鐘
に
合

わ
せ
て
叩
い
た
昔
を
、
日
頃
は
役
立
た
ず
の

脳
が
覚
え
て
い

た
。次

に
西
岡
神
社
に
行
く
。
さ
ざ
れ
石
を
観

て
、
立
派
な
随
神
門
を
通
る
と
神
明
造
り
の

本
殿
が
デ
〜
ン
と
構
え
る
。

仁
・
信
・
礼
・
義
・
智
の「
五
色
の
鳥
居
」で
、

足
り
な
い
人
徳
を
補
充
し
た
。

赤
子
を
抱
い
た
若
き
夫
婦
が
お
参
り
し
て

い
る
。
宇
土
の
産
土
神
（
う
ぶ
す
な
が
み
）

は
ス
ク
ス
ク
育
つ
よ
う
見

守
る
は
ず
だ
。

オ
イ
ち
ゃ
ん
み
た
い
に

な
る
な
よ
！

そ
の
後
、
近
く
の
宇

土
古
城
跡
と
近
世
宇
土

城
跡
に
足
を
運
ん
だ
。

室
町
時
代
の
宇
土
氏
か

ら
、
小
西
行
長
、
加
藤

清
正
と
移
る
世
は
、
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢
の

跡
。
つ
ら
い
婿
ど
の
が
嫁
の
後
だ
。

最
後
に
、
県
最
古
の
武
家
屋
敷
の
「
旧
高

月
邸
」
と
、
赤
味
の
あ
る
馬
門
石
（
ま
か
ど

い
し
）
で
ガ
ッ
チ
リ
組
ま
れ
た
「
船
場
橋
」

と
「
井
戸
」
を
訪
ね
た
。

馬
門
石
は
轟
泉
水
道
の
水
道
管
や
古
墳
の

石
棺
に
使
わ
れ
た
（
石
棺
を
復
元
し
、
古
代

舟
で
大
阪
ま
で
運
び
実
証
さ
れ
た
）。

こ
の
石
は
名
探
偵
だ
。
心
は
、
意
思
（
石
）

と
感
（
管
・
棺
）

だ
け
で
推
理
（
水

利
）
す
る
。

ど
ん
な
地
に
も
歴
史
と
伝
統
が
あ
る
よ
う

に
、
宇
土
も
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
、
人
々

の
息
吹
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
。

そ
の
重
み
を
ヒ
シ
ヒ
シ
と
受
け
止
め
て
、

シ
ミ
ジ
ミ
と
小
さ
な
旅
を
終
え
た
。

温
暖
化
で
も
さ
す
が
に
、
師
走
に
入
る
と

朝
は
寒
い
。
ハ
ク
シ
ョ
ー
ン
と
ク
シ
ャ
ミ
し
た

あ
と
は
、
大
魔
王
と
反
射
的
に
レ
ト
ロ
フ

レ
ー
ズ
が
出
る
。
余
計
寒
く
て
ゴ
メ
ン
ね
。

い
い
よ
ぉ
。

だ
が
、ハ
タ
と
思
い
つ
い
た
。ハ
ク
シ
ョ
ン
、

ハ
ク
シ
ャ
ン
、
ハ
ク
サ
ン
！

そ
う
だ
、
宇
土
の
里
山
「
白
山
」
に
登
っ

て
み
よ
う
。

正
式
に
は
陽
白
山
と
い
う
こ
の
山
は
、
標

高
2
1
8
m
。
チ
ト
物
足
り
な
い
の
で
、
轟

水
源
と
宇
土
の
旧
史
跡
を
巡
る
ハ
イ
ク
と
し

た
。
コ
レ
ガ
、
イ
ワ
ユ
ル
物

見
遊
山
ト
イ
イ
マ
〜
ス
。

轟
水
源
の
手
前
か
ら
、

ミ
カ
ン
畑
を
縫
う
よ
う
に

ユ
ル
ユ
ル
と
自
然
観
察

コ
ー
ス
に
入
る
。

ヒ
ン
ヤ
リ
と
し
た
空
気

の
中
。
サ
ク
サ
ク
と
歩
を

進
め
た
が
、
途
中
の
分

岐
で
道
を
間
違
っ
た
。

何
や
ら
、
見
知
ら
ぬ
「
三
蔵
池
」
と
い
う

た
め
池
に
出
た
。
位
置
確
認
す
る
が
ス
マ
ホ

の
圏
外
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
だ
が
「
阿
保
峠
」
の
標

識
が
あ
る
。
間
違
っ
た
、
宇
土
自
然
歩
道
だ
。

峠
名
は
ア
ボ
だ
が
、
自
分
は

A
M
D
（
ア
ホ
丸
出
し
）
だ
。
カ

ラ
ス
も
空
で
ア
ホ
ー
と
鳴
い
た
。

轟
水
源

白
山
ハ
イ
ク

く
ま
も
と
周
遊
そ
ぞ
ろ
ハ
イ
ク

vol.20

白
山
と
轟
水
源・宇
土
史
跡

宇
土
旧
史
跡
周
遊

社会保険くまもと　令和 7年 7 - 8 月号6



脚をクロスし、両腕で膝を抱きかかえるようにして
呼吸は止めずに30秒ほどキープします。（左右行
いましょう）

①うつ伏せになり、両手は後ろへ伸ばし顔は横へ
向けます。
②呼吸は止めずに力を抜き30秒ほどリラックスし
ます。

①膝を曲げ、脚を肩幅に開き仰向けに寝ます。
②両膝を開いた状態で抱え、息を吐きながら体に
近づけていきます。
③呼吸を止めずに30秒ほどキープします。

①片足の膝を曲げ、太ももに手を添え、息を吐き
ながらゆっくりと横に倒します。
②呼吸を止めずに30秒ほどキープします。左右行
いましょう。

日本健康運動指導士会
熊本県支部理事
レイクサイドクラブ店長

伊藤敏一

Vol.

1

腰とお尻のストレッチ

ストレッチ
腰とお尻をストレッチすることで、筋肉がリラックスし血行が促進され
疲労性の腰痛軽減に役に立ちます。オレンジ部分を意識して、是非試してみてください。

①膝抱きかかえ（お尻）

③膝引き寄せ（腰・お尻） ④膝倒しストレッチ（腰）

②うつ伏せリラックス（腰）

※運動中は無理をしないように行ってください。 ※食事直後は行わないようにしてください。 ※医師から運動制限をされている場合は控えてください。

腰に問題がなければ
肘立てのポーズもオススメ
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菊池市七城町林原962-1     
球磨郡相良村深水2136     
山鹿市山鹿1-1     
玉名市天水町小天511-1     
阿蘇郡産山村産山1148-2     
宇土市網津町2283     
下益城郡美里町佐俣705     
天草市久玉町内の原2193     
天草郡苓北町志岐1281     
八代市日奈久中町316     
葦北郡芦北町大字田浦町124     
球磨郡山江村万江甲423     
球磨郡五木村甲2672-54     
天草市天草町下田北1290-1     
阿蘇市黒川1538-3     
山鹿市鹿本町梶屋1257     
水俣市湯出1532-2     
菊池郡菊陽町原水下大谷3880-14     

0968-26-4800
0966-25-8111
0968-43-3326
0968-82-4500
0967-25-2654
0964-24-3456
0964-46-4111
0969-72-6666
0969-35-3770
0965-38-0617
0966-87-2555
0966-22-7171
0966-37-2101
0969-42-3375
0967-35-5777
0968-46-1126
0966-68-0811
096-233-9477

温泉
プール

温泉

7/1～翌年3/31
7/1～8/31（プール）

7/1～翌年3/31

七城温泉ドーム、リバーサイドパーク
さがら温泉　茶湯里
山鹿温泉　さくら湯
草枕温泉てんすい
産山　御湯船温泉館
宇土市健康福祉館あじさいの湯
石段の郷佐俣の湯
天草市牛深温泉センターやすらぎの湯
苓北町温泉センター　麟泉の湯
日奈久温泉センターばんぺい湯
御立岬温泉センター
山江温泉　ほたる
五木温泉　夢唄
天草市下田温泉センター　白鷺館
阿蘇坊中温泉「夢の湯」
水辺プラザ鹿本・天然温泉　湯花里
湯の鶴温泉保健センター　ほたるの湯
天然温泉　大谷の湯

施設名 住　所 電話番号 施設内容 ご利用期間

返信用封筒
(110円切手付き）
をお忘れなく！

申込書は
小さく切りとらずに
A４サイズで！

社会保険協会「プール・温泉(無料)利用券」申込みのご案内
熊本県社会保険協会では、会員事業所の被保険者とその家族の方の健康増進に役立て
ていただくために、「プール・温泉(無料)利用券」を交付いたしますのでご利用ください。

■ご利用の際には、「プール・温泉
　(無料)利用券」をご利用当日に各
　施設の窓口へ提出してください。
■ご利用期間・時間等については、
　施設ごとに異なりますのでご確
　認ください。

左記の者は、健康保険の被保険者及び被扶養者であることを証明し
ます。

◆社会保険協会費(年会費)を納付済の会員事業所様とさせていただきます◆

このページをそのままA4
サイズでコピーをとり送付

「様」および「御中」を記入

事業所整理記号 （例）24ククア

１事業所5枚まで（被扶養者を含めて）

ご利用できる施設一覧

※12歳以下の場合、
　こども券の発行となります。

事業所所在地

事業所名称

担当者名

電話

利用者氏名 
（※1事業所につき5名まで） 年齢続柄

①被保険者本人
②被扶養者
③子

お申込み先3申込書

A4用紙サイズ

事
業
所
住
所

　
事
業
所
名

　
　
担
当
者
名 

様
送
付

お
届
け

１ 返信用封筒2
1
1
0
円
切
手
を
忘
れ
ず
に

郵　送　先

〒862-0950
熊本市中央区水前寺6-37-28
大銀東ビル2階
一般財団法人
熊本県社会保険協会

【お問合せ先】TEL.096-383-5600　※FAXでは受付しておりません。

ご利用の留意点4

お申込み方法
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